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➊経営計画（県版持続化補助金）
小規模事業者が、商工会・商工会議所の支援を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って取り組む
販路開拓や生産性向上事業に対し、その費用の一部を補助します。

対 象 事 業 者：山梨県内に主たる事業所を有する小規模事業者

補助対象経費：機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費等

補 助 率：１／２

補 助 上 限 額： ※補助金の交付には一定の審査があります。

❷経営革新計画
小規模事業者が、商工会・商工会議所・金融機関等認定支援機関の支援を受けて、
山梨県知事の承認を受けた経営革新計画に取り組む事業に対し、その費用の一部を補助します。

対 象 事 業 者：平成３１年４月１日以降に経営革新計画の承認を受
けた山梨県内に主たる事業所を有する小規模事業者

補助対象経費：経営革新計画の実施に要する経費（機械装置等費、
広報費、展示会等出展費、旅費、開発費等）

補 助 率：２／３

補 助 上 限 額：
※補助金の交付には一定の審査があります。

小規模
事業者
とは…

●商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く）......    5人以下

●サービス業のうち宿泊・娯楽業 .................... 20人以下

●製造業・その他の業種 ....................................... 20人以下
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